
 

危機管理マニュアル 
枚方市立第二中学校 

・平成 29 年５月１日 発行           ・令和 5 年 5 月 2 日 改訂 

・平成 30 年５月１日 改訂           ・令和 6 年 4 月 25 日 改訂 

・平成 31 年５月１日 改訂           ・令和 6 年 5 月 30 日 改訂 

・令和２年５月１日 改訂             ・令和 7 年 5 月 8 日 改訂 

・令和３年５月１日 改訂             ・令和 8 年 4 月 30 日 改訂 

・令和４年５月１日 改訂 

 



 

１ マニュアルの基本事項 

１， はじめに 

 本マニュアルは学校保健安全法に基づき策定し、「学校の危機管理マニュアル作成の手

引」（文部科学省）を参考に作成しています。学校において、児童生徒等の安全の確保を図

ることを目的とし本マニュアルを運用します。なお、学校安全計画や消防計画なども本マ

ニュアルに含むこととします。 

 

２， 基本方針 

 危機管理マニュアルは、学校管理下で事故等が発生した際、教職員が的確に判断し円滑

に対応できるよう、教職員の役割等を明確にし、児童生徒等の安全を確保する体制を確立

するために必要な事項を全 教職員が共通に理解するために作成するものです。このため、

作成した後も、訓練等の結果を踏まえた検証・見直しをすることが必要です。あわせて、学

校のみならず保護者や地域、関係機関に周知し、地域全体で安全確保のための体制整備

を行うことが重要です。 

また、学校を取り巻く安全上の課題は、時代や社会の変化に伴って変わっていくもので

あり、従来想定されなかった新たな事故事例や安全上の課題の出現などに応じて、柔軟に

評価・改善を行います。 

 

３， マニュアルの運用方法 

●本マニュアルは下記３段階において、その対応を定めます。 

① 事前の危機管理（事故等の発生を予防する観点から、体制整備や点検、避難訓練に

ついて） 

② 個別の危機管理（事故等が発生した際に被害を最小限に抑える観点から、様々な事

故等への具体的な対応について） 

③ 事後の危機管理（緊急的な対応が一定程度終わり、復旧・復興する観点から、引渡し

や心のケア、調査、報告について） 

●本マニュアルは、教職員所持のほか、職員室・保健室に保管することとします。 

●本マニュアルは、毎年５月にその内容を見直すこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



学校安全計画

4 安全で過ごせるように心がけよう ①学校施設・設備の点検 校区パトロール

②春の交通安全運動 交通安全指導

①エピペン研修会 学校生活についての指導

理科薬品の点検

5 応急手当について学ぼう ①学校施設・設備の点検 校区パトロール

応急手当

理科薬品の点検

6 自分の身は自分で守る ①学校施設・設備の点検 校区パトロール

③避難訓練 不審者対応訓練

①AED実技講習会

①プール清掃・点検 理科薬品の点検

7 事故から身を守ろう ①熱中症対策講習会 校区パトロール

①学校施設・設備の点検 理科薬品の点検

①犯罪・被害への防止指導

8 体調管理に努めよう ①学校施設・設備の点検 校区パトロール

①不審者対応研修 理科薬品の点検

9 災害から身を守ろう ①学校施設・設備の点検 校区パトロール

①備品の点検整理 理科薬品の点検

②秋の交通安全運動 交通安全指導

③避難訓練 地震等自然災害への安全指導

10 防災について考える ①学校施設・設備の点検 校区パトロール

①理科薬品事故の緊急対応訓練 理科薬品の点検

11 安全な施設・設備の使い方 ①学校施設・設備の点検 校区パトロール  　理科薬品点検

③避難訓練 火災が起きたときの安全指導

12 体調管理に努めよう ①学校施設・設備の点検 校区パトロール

理科薬品の点検

1 危険箇所の確認 ①学校施設・設備の点検 校区パトロール

理科薬品の点検

2 体調管理に努めよう ①学校施設・設備の点検 校区パトロール

理科薬品の点検

3 1年間を振り返ろう ①学校施設・設備の点検 校区パトロール

理科薬品の点検

月 重点目標 安全教育関係行事 安全教育

（2025年度・配備体制人員）

1号配備及び２号配備「2名」・・・・・・・・・・・管理職（乾校長・羽山教頭）

①生活安全　②交通安全　③災害安全

３号配備・・・・・・・・・・「9名」（管理職含む）　中野・原田・久保・生田・東野・堀



台風の接近や地震発生等による非常変災時の措置について 
                    枚方市立第二中学校                                          

 

1.枚方市に特別警報が発表された場合 

午前 7 時発表中 

◎臨時休校。 

登校後に発表された場合 

  ◎状況が判断できるまで、原則として学校待機。 

 

２．枚方市に大雨警報、暴風警報、暴風雪警報、洪水警報のいずれか一つでも発表された場合 

午前７時までに解除 

◎通常通り授業を行います。 

午前７時現在 

 ◎発表中の場合、登校しないで自宅待機。 

午前９時現在 

◎上記いずれか一つでも発表中の場合、引き続き自宅待機。 

◎解除されたとき、10 時 30 分までに登校、第 3 校時より授業（※昼食必要 給食あり） 

午前 10 時現在 

◎上記いずれか一つでも発表中の場合、引き続き自宅待機。（午後の授業のない日は臨時休校） 

◎解除されたとき、11 時 30 分までに登校、第 4 校時より授業。（※昼食必要 給食あり） 

正午現在 

◎上記いずれか一つでも発表中の場合、臨時休校。 

◎解除されたとき、13 時 10 分までに登校、第 5 校時より授業。 

（※昼食は家庭でとってきてください。 給食はありません。） 

登校後に発表された場合 

◎原則学校に待機します。雨量等の状況をふまえ、また通学路等の状況を確認したのち、複数生徒での下

校を行います。下校開始時刻等はまなびポケットでお知らせします。  

土砂災害警戒情報や避難指示が発表・発令された場合は、対象となる地区及びその近隣に居住する生

徒について、あらかじめ下校または学校待機を保護者と確認し、確認した方法で対応します。 

 

3.大きな地震が発生したとき 

枚方市で震度 5 弱以上の地震が観測された時は臨時休校。 

※前日の下校後から当日の登校までの間に発生した場合は、当日を臨時休校とします。 

※土・日・祝日およびその前日に発生した場合は、休業日明けを原則臨時休校とします。 

※登校中に大きな地震が発生した場合、安全な場所（公園や近くの学校の校庭など）へ一時的に避難し、 

揺れがおさまってから、原則登校。ただし通学路の状況を見て、危険だと判断し、かつ現在地が学校 

よりも自宅の方が近い場合は引き返して、自宅待機。 

   ※登校後に震度５弱以上の地震が発生した場合は、揺れがおさまってからグランドに避難し、学校施設 

や通学路の安全を確認したのち、状況に応じて引き取り下校、または教師引率のもと複数生徒による 

下校を行います。 

 

4.上記以外の対応となる場合 

 ・まなびポケットや学校ブログなどを通してお知らせします。 

お電話でのお問い合わせは、関係機関との緊急連絡に支障が生じる可能性があるため、お控えいただ

きますようお願いします。 

 

 





 

防災計画と避難経路図  

○防災計画  
（１）常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者をおきその下に火元責任者そ

の他の責任者をおく。  

 

（２）消防用具設備、避難設備、その他の火気使用施設について、適正管理と機能保持のため

点検検査を行う。  

・建物の点検・・・・・・ ・・ ・・建物の防火的な位置、構造、使用状況、防火シャッター等の

管理及び検査  

・火気使用施設、設備の点検・・・給湯器、炊事器具、暖房用具等の火気使用箇所の管

理及び点検  

・危険物施設の点検・・・・・・・・危険物の安全管理  

・消防用施設の点検・・・・・・・・消火器等の機能及び障害物の管理点検  

・避難施設の点検・・・・・・・・・・避難階段、非常口等の整備  

 

（３）火災その他事故発生時には、その被害を最小限にとどめるため、消防隊長を最高責任者

として、その下に隊員をおく。隊員は消防隊長の命により適切な行動をとる。  

 

（４）非常事態発生時は、人命の救助を第一の目的とし、授業時は教科担任が生徒を避難さ

せる。災害発生時に備えて、避難経路を生徒に熟知させるとともに家庭との連絡方法・登

下校の安全確保等も含めた防災教育・防災訓練を実施し常にその見直しと改善を図る。  

 

（５）各係は常に自分の分担を熟知し、生徒避難後、速やかに作業を開始する。  

 

（６）火災、風水害、地震等有事に際し、被害を最小限にとどめるため避難訓練を年２回以上

実施し、生徒が自己及び他人の生命の安全を図るため、沈着冷静な態度がとれるように

訓練する。  

 

 

自  衛  消  防  組  織  

 

 

  通報連絡班：火災の通報と消防隊の誘導・本部の他の班との連絡  

 

 

 

 

 

 

本  部   

 

 

 

 

 

                 （火災発生時職員室内の教職員）  

消防責任者  

  校長  

副責任者  

  教頭  

 初期消火班：消火器、消火栓等により初期消火にあたる  

                 （火災発生時の火元同フロアの従事教職員）  

 避難誘導班：避難者の誘導と人員確認  

                  （火災発生時の各クラス授業者）  

  救護班：建物内部の人命検索と救助及び負傷者の手当  

 

 

 

 

                （１学年副担任）  

 工作班：防火シャッター封鎖または開放、電気の切断と危害防止  

                 （２学年副担任）  

 搬出班：非常時搬出物の搬出  

（３学年副担任）  
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★授業担当者（担任）は、出席簿を持って出る。

★出席番号順２列で整列。

・集合したらすぐに座る。

・授業担当者（担任）は人数を確認し、教頭に報告。



 

消 防 計 画 

 

１．この計画書は、消防法第８条第１項に基づき、枚方市立第二中学校における防火管理 

  業務について必要な事項を定めて、火災、震災、その他の災害の予防及び人命の安全 

  並びに災害の防止を図る。 

２．適用範囲 

   この計画は、枚方市立第二中学校に勤務し出入りし、又は勉学している生徒、全ての 

  者に適用するものとする。 

３．防火管理者の権限及び業務 

  防火管理者は、この計画について一切の権限を有し、次の業務を行うものとする。 

（１）消防計画の検討及び変更。 

（２）消火・通報、避難及び避難誘導の訓練の実施。 

（３）建築物、火気使用設備器具、危険物施設等の点検検査の実施及び監督。 

（４）消防用設備等の点検設備の実施及び監督。 

（５）火気の使用又は取り扱いに関する指揮監督。 

（６）収容人員の管理。 

（７）管理権限者に対する助言及び報告並びにその他防火管理上必要な業務。 

４．消防機関への報告、連絡 

防火管理者は、次の業務について消防機関への報告、届け出及び連絡を行うものとす 

る。 

（１）消防計画の提出（改正の都度） 

（２）建物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡及び法令に基づく諸手続き。 

（３）消防用設備の点検結果の報告。 

（４）消防用設備等の点検及び火災予防上必要な検査の指導の要請。 

（５）教育訓練指導の要請 

（６）その他、法令に基づく報告及び防火管理について必要な事項。 

５．予防管理組織 

火災の予防の徹底を期するため、防火管理者の下に防火担当責任者をおき、その任務 

は予防管理組織表に定める。 

６．火災予防上の遵守事項 

火災予防のための全ての者は、次の事項を遵守しなければならない。 

（１）火気使用設備器具は、使用する前及び使用後には必ず点検し、安全を確認する 

こと。 

（２）火気使用設備器具の周囲は、常に整理整頓しておくこと。 

（３）廊下、階段通路出入り口等その他避難のために使用する施設には避難の妨害と 

なる設備を設け、又は物品を置かないこと。 

（４）建物内で工事を行う者は、火気管理等について防火管理者の指示を受けて行う 

こと。 

 



 

７．建築物の自主検査 

防火管理者及び火元責任者は、建物、火気使用設備器具、危険物施設等について次に 

より検査を実施するものとする。 

８．点検検査結果の記録と報告 

点検検査を実施した点検資格者及び点検検査員は、その結果を別記の消防用設備等維 

持点検記録簿に記録するとともに、消防用設備等の点検結果を３年に１回消防署長に 

報告するものとする。 

９．自衛消防の組織と任務分担 

枚方市立第二中学校の自衛消防組織として、自衛消防隊を編成する。 

１０．震災予防措置 

地震時の災害の発生を予防するため前６、７に定める事と合わせて次のことを行うも 

のとする。 

（１）工作物、物品の落下、倒壊の防止措置を図る。 

（２）避難上障害となる物品を置かない。 

（３）火気使用器具の転倒落下防止及び地震等による作動する安全装置の点検。 

（４）危険物品の転倒落下防止措置。 

１１．防災教育の実施 

    防火管理者は、次により防災教育を行うものとする。 

（１）教職員全員に消防計画の周知徹底及び任務、その他火災予防上必要な事項の教 

育は年１回実施するものとする。 

（２）新任、転任者に対する教育は４月に行うものとする。 

（３）教職員は、防災に関する教育を進んで受け、防災管理の万全を期するよう努め 

なければならない。 

（４）生徒に防災教育を積極的に行う。 

１２．訓練 

防火管理者は次により訓練を行うものとする。 

（１）消火、通報及び避難の訓練は年１回以上行うものとする。 

（２）訓練を実施する場合は、消防訓練実施通知書により事前に消防署に通知するも 

のとする。 

（３）訓練後は速やかに、消防訓練結果報告書を消防署に提出するものとする。 



令和 8年 ４月
枚方市教育委員会事務局

※留守家庭児童会室の対応について
①登校前から在校時までの間に震度5弱以上の地震が発生した場合、留守家庭児童会室は臨時休室とします。
②留守家庭児童会室在室時に発生した場合は、学校対応の「在校時」に準じた対応とします。
③三季休業中など（学校休業日に留守家庭児童会室を開室する日）に発生した場合も、上表に準じた対応とします。

※児童は小学生、生徒は中学生を意味しています。

下 校 中

　　　　　　　　児童・生徒は、危険な場所を避け、安全な場所
　　　　　　　　（公園・近くの学校の校庭等）へ一時的に避難

      　　　　　　  　　　             ↓
　　   　　　　　揺れがおさまった後、原則として自宅へ

登 校 前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨時休業
　
※前日の下校以降、登校までに発生した場合は、当日を臨時休業とする。
※土・日・祝日及びその前日に発生した場合は、休業日明けを原則、臨時休業とする。

登 校 中

在 校 時

　
　 　　　　　地震時は身を守る行動をとり、揺れがおさまったら、

　 　　　　　余震に備えて校庭へ避難　　　⇒　以降、臨時休業

      　　　　　　  　　　             ↓
  　　　　　　　　　　　　　児童・生徒の確認・保護

      　　　　　　  　　　             ↓
　 　　　　　安否情報及び、下校について保護者へ連絡

      　　　　　　  　　　             ↓
　 　　　　　【児童】保護者への引渡し
　 　　　　　【生徒】保護者への引渡し・地域毎に集団下校（教職員引率）

　　　　　　　　児童・生徒は、危険な場所を避け、安全な場所
　　　　　　　　（公園・近くの学校の校庭等）へ一時的に避難

      　　　　　　  　　　             ↓
　　   　　　　　揺れがおさまった後、原則として登校

地震発生時における学校の対応について

１　枚方市において、震度５弱以上の地震が発生した場合、以下の対応となりますので、市のホームペー
　　ジ、防災無線、テレビ、ラジオ等の情報に注意してください。

２　家庭内での身を守る場所の確認や、登下校中に地震が発生した際、一時避難する安全な場所（公園・
　　近くの学校の校庭等）の確認をお願いします。

３　保護者への引渡し下校の際は、学校からの連絡に基づいて、ご対応をお願いします。

　
状 況
パ タ ー ン 震度５弱以上の地震が発生



 

 



 

不審者対応マニュアル  

（１）校舎内までの対応 

 ・正門・東門それぞれを防犯カメラで監視する。 

 ・案内板を設置し、職員室まで来校者を誘導する。 

 ・職員室で来校者の受付をする。 

 

（２）不審者発見時の対応 

①該当教室・その場に居合わせた教員 

 ・生徒を近くの教室または職員室へ避難させる。その際できるだけ不審者を刺激しないようにする。 

 ・不審者が危害を加えようとしたときは、椅子やほうきなどで防御する。 

 ・近くにいる教員（生徒）に職員室に応援の要請を頼む。 

 

②該当教室・現場近くの教員 

 ・近くの生徒をグランドに避難させる。避難させることが危険と判断されるときは、教室で待機させる。 

 ・教員は、生徒の安全を確保した後、職員室へ連絡を確認する。現場へ駆けつける。 

 

（３）職員室で連絡を受けた後の対応 

 ①校長（不在の時は、教頭または生徒指導主事） 

   警察へ通報するとともに負傷者の有無を確認し、必要に応じて救急車の手配をする。 

 

 ②教頭（不在の時は校長） 

   ・授業中・・・・・・・・教室を施錠するよう放送で指示する。 

   ・休み時間・放課後・・・グランドに生徒がいる場合放送で指示するとともに教員が駆けつけ、 

避難場所を指示する。   

 ③教員・事務職員 

   ・さすまた、箒、消火器、生徒用椅子等、防御に有効なものを持って現場に駆けつける。 

 

 ④養護教諭・校務員 

 ・負傷者がいる場合、応急手当を行う。 

 

（４）放送で連絡を受けた後の対応 

【教員】 

・授業中・・・・教室を施錠し、生徒の安全確認を行い現場に駆けつける。 

               体育の授業中には、生徒をグランドに待機させる。 

・休み時間中・・直ちに現場に駆けつける。 

                 さすまた、ほうき、消火器等、防御に有効なものを持って現場に駆けつける。 

（５）現場での対応 

【教員】 

 ・教頭（不在時は校長）または、生徒指導主事の指示で行動する。 

 ・警察官が来るまで、生徒の安全確保を最優先に行動し、無理な行動はしない。 

 



 

（６）不審者確保後の対応 

【教員】 

 ・職員室に戻り、状況を連絡する。安全が確保できていればグランドに生徒を集合させる。   

 ・放送は、連絡に戻った教員が行う。 

 

（７）不審者が警察に連行された後 

【教員】 

  ・生徒をグランドに集合させ、担任は点呼、生徒の負傷等の有無を確認し、教頭に報告する。 

  ・放課後で校内での所在が確認できない生徒は、家庭に連絡をして確認する。 

 

◎生徒への重点注意事項 

 ①放送の指示をよく聞くこと。 

 ②冷静に行動すること。 

 

◎非常時における緊急連絡体制 

                               報告・通報・通知 

 

  教育委員会 

 

  地域・外部機関 

 

  保護者・生徒 

 

 

 

 

 

 

                          指示 

 

校 長 

 連絡 

 

 

 

 

報告 

通報 

        

 

学 校 

    

各主任 

   

施設管理人 

 

 

 

報告 

             報      指 

             告      示 

       

  報告 

 

  指示 

 

教 頭 

 

                    指示 

                              報告・通報・通知 

 

 

 



 

事故発生時の処置 

（１）救急体制 

事故発生 
  

校長 
 

 

 

担任（発見者）  養護教諭  医療機関 

 

・事故の発生・様子を報告する。 
・病院名を報告する。（かかりつけの病院があれば優先する） 
・家族が家にいる場合は、病院へ来てもらう。 
 （健康保険証、お金を持参してもらう） 

 

 
※１．家族が不在の場合は、健康管理個人票（保健室管理）のコピーを持参する。 
※２．程度の大きい事故、首から上のけがの場合は市教委へ報告する。（校長または教頭） 

 

（２）病院の確認 
・学校名と事故の概要を説明し、診察の可否を確かめる。 
・学校がよく使用する病院 

外科 吉田病院、桐野整形外科、寝屋川生野病院、香里ヶ丘有恵会病院、東香里病院 

眼科 きぬがわ眼科、水野眼科 

 

（３）病院へ搬送 
・原則としてタクシーを利用する。 
※タクシーチケットを利用できる会社 

トンボタクシー＝（８４４）０８１８、第一タクシー＝（８４４）７７７７ 
日本タクシー＝（８２７）５１５１ 

チケットを使用した場合は、搬送報告書を市教委に提出しなければならないので、 
必ず養護教諭に使用した旨を伝え、搬送報告書に記入する。 

（４）災害共済給付について 
※日本スポーツ振興センターについて 
  振興センターの災害給付とは、掛金（保護者負担金４６０円）により学校園で起きたけがなどで、 
生徒が医療を受けたとき、災害給付としてその医療費の４割が給付される制度。 

※給付対象 
・学校にいる間に起きたけが 
・学校で決めた通学方法での登下校中のけが（交通事故の場合は別） 
・学校で計画した校外行事でのけが 

※災害共済給付の手続きについて 
・災害報告書の原本・・・担任、授業担当教師、部活動顧問が記入 
・『医療等の状況』の用紙・・・保護者が医療機関で記入してもらってくる。 

教頭 

家庭 



本校の門扉警備体制について 

 

【通常時の警備体制（門の管理）について】 

１ 登校時 

(１) 原則として朝の開門は７時００分。 

(２) 生徒は正門・東門（以下、両門）から登校できる。 

ただし、登校時刻等について、次の点を指導する。 

＊ 通常の授業時は、８時００分～８時２５分の間に登校すること。 

＊ 遅刻・欠席する場合は、学校に連絡すること。 

＊ 遅刻の生徒は直接教室に行かず、登校後すぐ職員室に来ること。 

(３) 正門指導（８時１５分～８時２５分） 

＊ 両門で児童の登校を見守る。（教職員から挨拶・声かけをすること。） 

＊ ８時３０分に閉門。その際、児童の安全に十分配慮し、安全を最優先すること。 

 

２ 授業時・休憩時 

 (１) 両門ともに閉門した状態とする。 

(２) 保護者は来校の際、来校証を首から下げることを義務付ける 

(３) その他の来校者は、職員玄関通過後、職員室に来室するよう依頼する。 

※ 来校者用に対しては、正門横及び職員玄関に案内の為の掲示あり 

   

３ 下校時、放課後 

(１) 下校の際も、両門から下校できる。 

(２) 来校者については、授業時と同様。 

(３) 施設開放事業等の関係上、先に正門を施錠し、最後に東門を施錠する。 

                                                              

 





















 

 



 

 



 

 

J アラート（全国瞬時警報システム）について 
 

 

☆国からの緊急情報を瞬時に伝達するシステム 

（防災無線・携帯電話メール・コミュニティＦＭ・ＣＡＴＶ・ＭＣＡ無線等） 

 

・ゲリラ攻撃  → 警報音「ブー    」 

 

・緊急地震速報 → 警報音「ピロン ポローン  」 

 

 ・大津波    → 警報音「ウー  ウー  ウー  」 

 

 

 

 

弾道ミサイル落下時の対応について 

 

 

 

 

 

 

 ★校舎内に生徒がいる場合 → 窓から離れさせる 

               ※近くにミサイルが落下 

               １．換気扇を止める  

２．窓を閉める  

３．目張りをして室内を密閉する 

 

 ★校舎外に生徒がいる場合 → 速やかに校舎内に移動させる 

               ※近くにミサイルが落下 

               １・口と鼻をハンカチで覆う  

２．現場から離れる 

               ３．密閉性の高い屋内または風上へ非難する 

 

 

 

 

Jアラートからのメッセージ 
 

「直ちに避難。直ちに避難。直ちに建物の中、又は地下に避難してください。ミ

サイルが落下するものとみられます。直ちに避難してください。」 


